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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１）電子契約対象案件の確認方法 P10

（２）電子契約の事務フロー P13

（３）電子契約意向確認書の提出 P17

（４）契約書様式の変更 P20

（５）契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領 P22



ア 公告・入札条件での明示

○公告・入札条件に記載する事項

・ 当該工事（業務）の電子契約の対象／対象外

・ 電子契約意向確認書の提出先メールアドレス

・ 「別記 電子契約に関する事項」を添付

○「別記 電子契約に関する事項」に記載する事項

・ 電子契約意向確認書の提出について

・ 契約手続きに係る書類の提出について

（契約保証金の納付に係る書類、その他契約手続きに係る書類）

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法

10



イ 公告・入札条件の記載例

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法

11

公告の記載例（建設工事）

【公告】
電子契約の対象又は対象外を明示

「問合せ先」に「電子契約意向確認書」の提出先
を記載しています



イ 公告・入札条件の記載例

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法

12

【別記 電子契約に関する事項】

電子契約対象の場合に必要な手続き
を記載

別記 電子契約に関する事項（建設工事）

入札条件の記載例（建設工事）

【入札条件】
電子契約の対象又は対象外を明示



➣ 概要

「広島県電子契約システム」は

２つのシステムから構成されます。

① 電子契約システム

② データ送受信機能

➣ 各システムの役割分担

〇 電子契約システムで行う主な事務

・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注者間の書類の提出及び受領

（契約保証金の納付に係る書類、経営事項審査の総合評定値通知書の写し等）

・ 契約図書への電子署名

〇 データ送受信機能で行う主な事務

・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注者間の書類の提出及び受領
（契約保証準備のための契約書（案）、建設リサイクル法関係書面等）

・ 契約締結後（履行期間中）の受発注者間の書類の提出及び受領

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
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■ 電子契約システムの全体像について

電子契約システム

契約事務
担当県職員

受注者

契約締結に係る書類の提出・受領
電子署名・電子契約

データ送受信機能
（書類の提出・受領）

契約事務
担当県職員 受注者

工事・調査
担当県職員

契約書(案)等

建設リサイクル法関係書類等

契約保証、経審の写し等



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー

使用システム・手段

電子入札システム

様式は県HPから
ダウンロード

メール又はFAX

メール又はFAX

電子契約システム

事務の流れ

落札決定通知
受領・確認

電子契約意向確認書※

の作成

電子契約意向確認書※

の提出

電子契約意向確認書※

の受領

電子契約システムに
案件を開設

【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）

１落札決定通知～電子契約の意向確認

※着手日選択型の場合、工事（業務）着手日通知書も合わせて
作成・提出してください。

事務の流れ

データ送受信機能又
はFAX、メール等

データ送受信機能又
はFAX、メール等

ー

電子契約システム他

電子契約システム他

契約保証手続のための
契約書(案)の送付

契約書(案)の受領

契約保証の準備、
その他提出書類の作成

契約に必要な書類
（契約保証等※）を提出

契約に必要な書類
（契約保証等※）を受領

使用システム・手段

２契約に必要な書類（契約保証等）の提出

※：契約保証金の納付に係る書類は保証方法によって提出書類・提出
方法が異なります 。

契約に必要な書類（契約
保証等※）の提出依頼 電子契約システム

14

赤字：変更点

R8.6.1



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）

使用システム・手段事務の流れ

※提出後、必ず工事等担当課へ電話等により内容を説明してください。
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―

データ送受信機能
（説明：電話等）

データ送受信機能

建設リサイクル法関係
書面（12条※・13条）等作成

建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の

提出・説明

建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の

受領

使用システム・手段事務の流れ

３建設リサイクル法関係書面等の提出

電子契約システム

電子契約システム

電子契約システム

電子契約システム

契約図書（電子ファイル）
アップロード

電子署名の依頼

契約図書の確認
・電子署名

電子署名

契約に必要な書類の提出・発注者の受領が完了

契約締結※

※電子契約システムから契約締結したことをお知らせするメールが
受発注者双方に送付されます。

４ 契約締結

赤字：変更点



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）
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【参考】契約保証金の納付に係る書類の提出方法

 納記 提出（持参又は郵送） 

指定⾦融機関等で払込 

納入通知書 交付 

議決無しの場合 

指定⾦融機関等の領収印のある 
納入通知書（領収証書）の写し 

(ＰＤＦファイル)を提出 

受領 

納入通知書（領収証書）の写しの 
提出依頼 

議決ありの場合 

（１）契約保証金の納付

 利付国債及び納記 提出 
（持参又は郵送） 

利付国債 受入 
納記・領収証書 交付 

（２）契約保証金に代わる担保として
の利付国債の提供

（３）金融機関等の保証、公共工事履行保証証券による保証、
履行保証保険契約の締結

① 電子証書等
 

保証書等の原本 提出（持参又は郵送） 

受領 

保証書等の写し（ＰＤＦファイル） 提出 

受領 

保証書等の写し 提出依頼 

議決無しの場合 議決ありの場合 

② 紙の保証書等



ア 落札者決定通知

○落札決定通知及び通知メールにおいて、電子契約意向確認書の提出について記載

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出

17

落札者決定メール受信例 落札者決定通知例 （電子入札等システム）

電子契約意向確認書の提出を依頼
提出期限と様式のダウンロード先

電子契約意向確認書の提出について記載
（提出期限と様式ダウンロード先）



イ 様式ダウンロード

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出
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① 落札者決定メールまたは落札者決定通知
に記載のリンクをクリックもしくはHPを検索

○広島県HP「広島県電子契約システム（建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、地域
維持事業に係る業務）ポータルサイト」からダウンロード

② 「電子契約意向確認書」様式をダウンロード



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出
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ウ 電子契約意向確認書※（見本）

【提出方法と提出期限】

・契約事務担当課へメール等で提出（提出先は公告・
入札条件に記載）

・落札決定通知の翌日までに提出

【留意事項】

・電子契約対象案件の場合は必ず提出してください

・「（１）契約の方式」において、

電子契約又は紙契約の何れかに印を付けてください

※JV契約用は別様式

電子署名時に２段階認証が必要となります。県におい
て認証用パスワード（ワンタイムパスワード）の送付先を
システムへ設定する必要があるため、送付先メールアド
レス（任意アドレス）を記入してください。なお、このアド
レスは電子署名時に入力が必要となります。
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（４） 契約書様式の変更

ア 契約書（見本） ※２者契約・電子契約の場合

【変更箇所】

・電磁的記録を作成し、双方電子署名する旨を記載

・収入印紙貼付欄及び押印欄無し

収入印紙貼付欄なし

押印欄なし

・ 電子契約に対応した契約書様式を作成
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（４） 契約書様式の変更

イ 契約書（見本） ※議決案件の場合

【変更箇所】

（電子契約）

・電磁的記録を作成し、双方電子署名する旨を記載

・収入印紙貼付欄及び押印欄無し

収入印紙貼付欄なし

押印欄なし



提出方法区 分

納記（広島県会計規則別記様式第36号の４。以下「納記」という。）を持参又は郵送により提出。
納入通知書交付後、指定金融機関等の領収印のある納入通知書（領収証書）の写し（ＰＤＦファイル）
を電子契約システムにより提出

契約保証金の納付

利付国債及び納記を持参又は郵送により提出
契約保証金に代わる担保
としての利付国債の提供

○電子証書等の場合
電子証書を閲覧するための契約情報及び認証情報（ＰＤＦファイル又はＷoｒｄファイル）を
電子契約システムにより提出

○紙の保証書等の場合
保証書等の写し（ＰＤＦファイル）を電子契約システムにより提出の上、原本を契約予定日までに
持参又は郵送

金融機関等の保証

公共工事履行保証証券
による保証

履行保証保険契約の締結

■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

ア 契約書（案）【発注者】

○発注者は、契約保証準備のための契約書（案）を、電子契約システムの『データ送
受信機能』やFAX等を利用し、受注者へ送付

○受注者は、『データ送受信機能』等により、契約書（案）を受領

イ 契約保証金の納付に係る書類【受注者】

○受注者は、契約保証金の納付に係る書類を、保証方法に応じて、電子契約システム
等を利用し発注者（契約事務担当職員）へ提出

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

ウ 建リ法12条及び13条、建築士法22条関係書面【受注者】

○受注者は、建設リサイクル法関係書面※及び「建築士法第22条の3の3に基づく契約
書面に記載すべき事項」を、電子契約システムの 『データ送受信機能』を利用し、発
注者（工事・調査担当職員）へ提出

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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エ その他契約に必要な書類【受注者】

○受注者は、その他契約に必要な書類を電子契約システムを利用し、発注者（契約事
務担当職員）へ提出

※「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項に基づく書面」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第７条に基づく書面」



■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

オ 変更協議書、変更設計図書及び参考図書【発注者】

○発注者（工事・調査担当職員）は、変更協議書、変更設計図書及び参考図書を、
電子契約システムの『データ送受信機能』等を利用し、受注者へ提出

○受注者は、『データ送受信機能』等により、変更協議書等を受領

カ 変更協議に係る承諾書【受注者】

○受注者は変更契約に係る協議内容に承諾する場合、変更協議承諾書を

『データ送受信機能』等により、発注者（監督・調査担当職員）へ提出

キ 検査結果通知書【発注者】

○発注者（工事・調査担当職員）は、検査結果通知書を電子契約システムの

『データ送受信機能』を利用し、受注者へ提出

○受注者は『データ送受信機能』により、検査結果通知書の確認処理を実施

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（5） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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留意事項

提出方法

書類名称等提出先 データ
送受信機能

電子契約
システム

メール等により提出。－－電子契約意向確認書

契約事務
担当課

メール等により提出。－－工事（業務）着手日通知書

－○【契約保証】納入通知書（領収証書）の写し

持参または郵送。－－【契約保証】利付国債及び納記

－○
【契約保証】電子証書等を閲覧するための契
約情報及び認証情報

原本は契約予定日までに持参又は
郵送。

－○【契約保証】紙の保証書等の写し

－○その他の提出書類（経審の写し等）

データ送受信機能で提出後、
電話等で内容を説明する。

○－建設リサイクル法関係書面（12条）

工事等
担当課

○－建設リサイクル法関連書類（13条）

○－建築士法関連書類（第22条の３の３）

書面、工事中情報共有システム、メー
ル等でも可。

△－機密データの保存等に関する届出書

△－変更協議承諾書

△－完成（完了）通知書、引渡書、請求書

■ 受注者から提出する書類・方法



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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留意事項

受領方法

書類名称等送信元 データ
送受信機能

電子契約
システム

電子入札システム利用の場合
はシステムから通知

－－落札者決定通知

契約事務
担当課

ＦＡＸ等でも可。△－契約保証手続きのための契約書（案）

手交又は郵送－－【契約保証】納入通知書

○－議決日の通知

書面、工事中情報共有システム、
メール等でも可

△－
変更協議書、
変更設計図書及び参考図書

○－検査結果通知書の送付
工事等
担当課

■ 受注者が受領する書類・方法


